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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影において参照すべきリファレンス画像として利用可能な複数の画像を記憶する記憶
ユニットと、
　複数の断面に関する撮影を含む手順の流れを定義したワークフローに応じて撮影すべき
前記断面が切り替わると、予め前記断面毎に登録された一つ又は複数の画像を前記記憶ユ
ニットから読み出し、読み出した画像をリファレンス画像として表示ユニットに表示する
制御ユニットと、を具備し、
　前記制御ユニットは、前記リファレンス画像の表示条件および撮影モードの少なくとも
一方に応じて、現在撮影しているカレント画像の表示条件および撮影モードを切り換える
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記制御ユニットは、疾病名を用いて前記記憶ユニットを検索して当該疾病名に関する
画像を抽出し、前記抽出された画像を用いて前記リファレンス画像を登録することを特徴
とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記制御ユニットは、同一患者の過去の検査情報を用いて前記記憶ユニットを検索して
、前記同一患者の同一検査部位について撮影された画像、及び過去の検査において利用さ
れたリファレンス画像のうち少なくとも一方を抽出し、前記抽出された画像を用いて前記
リファレンス画像を登録することを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
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【請求項４】
　前記制御ユニットは、前記ワークフローを実行するにあたり入力される患者情報及び検
査部位のうち少なくとも一方を用いて前記記憶ユニットを検索し、その結果抽出された画
像を用いて前記リファレンス画像を登録することを特徴とする請求項１記載の超音波診断
装置。
【請求項５】
　前記記憶ユニットに記憶された前記複数の画像は、前記各断面の撮影においてお手本と
なる画像を含むことを特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか一項記載の超音波診断装
置。
【請求項６】
　前記記憶ユニットに記憶された前記複数の画像は、前記各断面の撮影において間違いや
すい画像をさらに含むことを特徴とする請求項５記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記制御ユニットは、前記リファレンス画像と現在撮影しているカレント画像とを、表
示形態を対応させて同時に表示することを特徴とする請求項１乃至６のうちいずれか一項
記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記制御ユニットは、前記リファレンス画像と現在撮影しているカレント画像との類似
度又は非類似度を計算し、前記類似度又は前記非類似度に基づく前記カレント画像の適否
を判定し、その結果を所定の形態で出力することを特徴とする請求項１乃至７のうちいず
れか一項記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記制御ユニットは、前記判定において前記カレント画像が適切と判定した場合には、
当該カレント画像を前記記憶ユニットに保存し、前記判定において前記カレント画像が不
適切と判定した場合には、当該カレント画像を前記記憶ユニットに保存しないこと、を特
徴とする請求項８記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記制御ユニットは、前記リファレンス画像を、現在撮影しているカレント画像と共に
所定の形態で前記記憶ユニットに保存することを特徴とする請求項１乃至９のうちいずれ
か一項記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記制御ユニットは、前記記憶ユニットに、前記リファレンス画像として利用可能な新
たな画像を登録することを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　コンピュータに、
　複数の断面に関する撮影を含む手順の流れを定義したワークフローに応じて撮影すべき
前記断面が切り替わると、予め前記断面毎に登録された一つ又は複数の画像を記憶ユニッ
トから読み出し、撮影において参照すべきリファレンス画像として利用可能な複数の画像
を記憶する前記記憶ユニットから読み出す検索機能と、
　読み出した画像をリファレンス画像として表示ユニットに表示させる第１制御機能と、
　前記リファレンス画像の表示条件および撮影モードの少なくとも一方に応じて、現在撮
影しているカレント画像の表示条件および撮影モードを切り換える第２制御機能と、
　を実現させることを特徴とする超音波診断装置制御プログラム。
【請求項１３】
　前記制御ユニットは、第１の付帯情報が重畳されたリファレンス画像と、前記カレント
画像とを並べて表示ユニットに表示し、
　操作者による操作に応答して、前記第１の付帯情報を前記カレント画像の付帯情報とし
て当該カレント画像に関連付けて記憶ユニットに記憶させることを特徴とする請求項２記
載の超音波診断装置。
【請求項１４】
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　前記リファレンス画像は、スキャニングの時間に参照されるべき参照画像として利用可
能な画像である請求項１３記載の超音波診断装置。
【請求項１５】
　前記第１の付帯情報は、レイアウト情報と、前記リファレンス画像に関するアノテーシ
ョン及びボディマークの少なくとも一方と、を含み、
　前記制御ユニットは、前記第１の付帯情報に含まれた前記レイアウト情報に基づいて、
前記第１の付帯情報に含まれたアノテーション及びボディマークの少なくとも一方を、前
記カレント画像に重畳させて表示すること、
　を特徴とする請求項１３記載の超音波診断装置。
【請求項１６】
　前記第１の付帯情報は、前記リファレンス画像に関するアノテーション及びボディマー
クの少なくとも一方を含み、
　前記制御ユニットは、前記リファレンス画像から前記カレント画像へのドラッグアンド
ドロップ操作に応答して、前記カレント画像における所定の位置でのアノテーション及び
ボディマークの少なくとも一方を表示すること、
　を特徴とする請求項１３記載の超音波診断装置。
【請求項１７】
　撮影において参照すべきリファレンス画像として利用可能な複数の画像を記憶する記憶
ユニットと、
　複数の断面に関する撮影を含む手順の流れを定義したワークフローに応じて撮影すべき
前記断面が切り替わると、予め前記断面毎に登録された一つ又は複数の画像を前記記憶ユ
ニットから読み出し、読み出した画像に第１の付帯情報が重畳されたリファレンス画像を
、現在撮影しているカレント画像と並べて表示ユニットに表示し、前記リファレンス画像
から前記カレント画像へのドラッグアンドドロップ操作に応答して、前記第１の付帯情報
を、前記カレント画像の付帯情報として当該カレント画像に関連付けて記憶ユニットに記
憶させる制御ユニットと、を具備し、
　前記制御ユニットは、前記リファレンス画像の表示条件および撮影モードの少なくとも
一方に応じて、前記カレント画像の表示条件および撮影モードを切り換えることを特徴と
する医用画像処理装置。
【請求項１８】
　コンピュータに、
　複数の断面に関する撮影を含む手順の流れを定義したワークフローに応じて撮影すべき
前記断面が切り替わると、予め前記断面毎に登録された一つ又は複数の画像を記憶ユニッ
トから読み出し、読み出した画像に第１の付帯情報が重畳されたリファレンス画像を、現
在撮影しているカレント画像と並べて表示ユニットに表示させる表示制御機能と、
　前記リファレンス画像から前記カレント画像へのドラッグアンドドロップ操作に応答し
て、前記第１の付帯情報を、前記カレント画像の付帯情報として当該カレント画像に関連
付けて前記記憶ユニットに記憶させる第１制御機能と、
　前記リファレンス画像の表示条件および撮影モードの少なくとも一方に応じて、前記カ
レント画像の表示条件および撮影モードを切り換える第２制御機能と、
　を実現させることを特徴とする医用画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、ナビゲーション機能を用いる超音波診断装置、超音波診断装置制
御プログラム、医用画像処理装置及び医用画像処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波を用いて被検体内部を映像化するものであり、超音波プロー
ブに設けられた振動素子から発生する超音波パルスを被検体内に放射し、被検体組織の音
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響インピーダンスの差異によって生ずる超音波反射波を前記振動素子により受信して生体
情報を収集するものである。超音波プローブを体表に接触させるだけの簡単な操作で、被
爆の心配もなく、動画像のリアルタイム表示が可能である。
【０００３】
　従来の超音波診断装置には、案内（ナビゲーション）機能と呼ばれる機能がある。当該
機能は、診断のために取得しなければならない画像に漏れが発生しないよう、計測しなけ
ればならない臓器の断面像を表示して、正しい位置で計測が行われるようにナビゲーショ
ンに使用されるものである。操作者は、当該ナビゲーション機能を利用することで、装置
より提供される案内情報、例えば所定の診断指標値を計測しなければならない臓器のお手
本となる断面像を参照しながら、対話形式で検査に必要な超音波画像を取得することがで
きる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１４／０２４９４０５号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１２／０１９６２５８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の超音波診断装置が具備するナビゲーション機能は、未だ改善の余
地がある。例えば、計測項目が複数存在し、特定の複数の断面像が必要とされる検査があ
る。係る検査において、従来のナビゲーション機能では支援が十分でないため、最終的に
保存された画像の中に期待する臓器の断面像が存在しない場合がある。また、臓器に関し
て距離や面積、時間等を計測する場合に、仮に臓器の正しい断面像が表示されていても、
計測箇所を誤ってしまうことがある。これらのケースでは、計測に必要な画像を再度収集
しなおさなければならず、操作者、被検体に多くの身体的、心理的な負担を強いることに
なる。
【０００６】
　さらに、ワークフローに従って収集された画像に、検査情報、アノテーション（注釈）
、ボディマーク等の付帯情報を付する必要があるが、多くの断面像を収集した場合には、
画像を保存する度に付帯情報を付加する必要がある。このため、操作者に多大な作業負担
を強いることになり、また、付加情報の入力ミスが発生する恐れもある。
【０００７】
　本実施形態の目的は、ナビゲーション機能を利用した超音波画像診断において、操作者
、被検体の負担を従来に比して軽減することができる超音波診断装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本実施形態に係る超音波診断装置は、撮影において参照すべきリファレンス画像として
利用可能な複数の画像を記憶する記憶ユニットと、複数の断面に関する撮影を含む手順の
流れを定義したワークフローに応じて撮影すべき前記断面が切り替わると、予め前記断面
毎に登録された一つ又は複数の画像を前記記憶ユニットから読み出し、読み出した画像を
リファレンス画像として表示ユニットに表示する制御ユニットと、を具備する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１のブロック構成図を示している。
【図２】図２は、本ナビゲーション機能に従う処理（ナビゲーション処理）の流れを示し
たフローチャートである。
【図３】図３は、患者情報等の入力画面を示した図である。
【図４】図４は、ナビゲーション機能に従うワークフロー、リファレンス画像ＲＩ１、カ
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レント画像ＣＩ１の表示例を示した図である。
【図５】図５は、リファレンス画像ＲＩ１、リファレンス画像ＲＩ２、カレント画像ＣＩ
１の表示例を示した図である。
【図６】図６は、リファレンス画像ＲＩ１、リファレンス画像ＲＩ２、カレント画像ＣＩ
１の上下反転表示例を示した図である。
【図７】図７は、リファレンス画像ＲＩ１、リファレンス画像ＲＩ２、カレント画像ＣＩ
１の他の表示例を示した図である。
【図８】図８は、リファレンス画像ＲＩ１、リファレンス画像ＲＩ３、カレント画像ＣＩ
１、カレント画像ＣＩ２を一覧表示する例を示した図である。
【図９】図９は、リファレンス画像ＲＩ１を拡大表示した例を示した図である。
【図１０】図１０は、リファレンス画像ＲＩ１とカレント画像ＣＩ１とを同一条件にて並
列表示した例を示した図である。
【図１１】図１１は、リファレンス画像ＲＩ１を選択した後、カレント画像ＣＩ１を選択
する動作を説明するための図である。
【図１２】図１２は、同一属性を持つ画像にアノテーションを付加する動作を説明するた
めの図である。
【図１３】図１３は、第２の実施形態に係る超音波診断装置のブロック構成図である。
【図１４】図１４は、リファレンス画像からカレント画像へのドラッグアンドドロップ操
作を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら本実施形態に係る超音波診断装置について説明する。なお、
以下の説明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付
し、重複説明は必要な場合にのみ行う。
【００１１】
　（第１の実施形態）
　図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１のブロック構成図を示している。超音波診
断装置１は、装置本体１１、当該装置本体１１に接続される超音波プローブ１２、入力装
置１３、モニター１４を具備している。また、装置本体１１には、超音波送信ユニット２
１、超音波受信ユニット２２、Ｂモード処理ユニット２３、血流検出ユニット２４、ＲＡ
Ｗデータメモリ２５、ボリュームデータ生成ユニット２６、画像処理ユニット２８、表示
処理ユニット３０、制御プロセッサ（ＣＰＵ）３１、記憶ユニット３２、通信インターフ
ェース回路３３、入力インターフェース回路３４が内蔵される。
【００１２】
　超音波プローブ１２は、生体を典型例とする被検体に対して超音波を送信し、当該送信
した超音波に基づく被検体からの反射波を受信するデバイス（探触子）であり、その先端
に複数に配列された超音波振動子（超音波トランスデューサ）、整合層、バッキング材等
を有している。超音波振動子は、超音波送信ユニット２１からの駆動信号に基づきスキャ
ン領域内の所望の方向に超音波を送信し、当該被検体からの反射波を電気信号に変換する
。整合層は、当該超音波振動子に設けられ、超音波エネルギーを効率良く伝播させるため
の中間層である。バッキング材は、当該超音波振動子から後方への超音波の伝播を防止す
る。当該超音波プローブ１２から被検体に超音波が送信されると、当該送信超音波は、体
内組織の音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、エコー信号として超音波プロ
ーブ１２に受信される。このエコー信号の振幅は、反射することになった不連続面におけ
る音響インピーダンスの差に依存する。また、送信された超音波パルスが、移動している
血流で反射された場合のエコーは、ドプラ効果により移動体の超音波送受信方向の速度成
分に依存して、周波数偏移を受ける。
【００１３】
　本実施形態においては、超音波プローブ１２は、複数の超音波振動子が所定の方向に沿
って配列された一次元アレイプローブであるとする。しかしながら、当該例に拘泥されず
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、超音波プローブ１２は、ボリュームデータを取得可能なものとして、二次元アレイプロ
ーブ（複数の超音波振動子が二次元マトリックス状に配列されたプローブ）、又はメカニ
カル４Ｄプローブ（超音波振動子列をその配列方向と直交する方向に機械的に煽りながら
超音波走査を実行可能なプローブ）であってもよい。
【００１４】
　入力装置１３は、装置本体１１に接続され、オペレータからの各種指示、条件、関心領
域（ＲＯＩ）の設定指示、種々の画質条件設定指示等を装置本体１１に取り込むための回
路であり、各種スイッチ、ボタン、トラックボール、マウス、キーボード等である。操作
者は、入力装置１３としてのマウスを介して、モニター１４において表示された画像等に
対し、例えばドラッグアンドドロップ動作等を行うことができる。
【００１５】
　モニター１４は、表示処理ユニット３０からのビデオ信号に基づいて、生体内の形態学
的情報や血流情報を、撮影された超音波画像として表示する。
【００１６】
　超音波送信ユニット２１は、図示しないトリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路等
を有している。トリガ発生回路では、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒
）で、送信超音波を形成するためのトリガパルスが繰り返し発生される。また、遅延回路
では、チャンネル毎に超音波をビーム状に集束し且つ送信指向性を決定するのに必要な遅
延時間が、各トリガパルスに与えられる。パルサ回路は、このトリガパルスに基づくタイ
ミングで、プローブ１２に駆動パルスを印加する。
【００１７】
　超音波受信ユニット２２は、図示していないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、遅延回路、加
算器等を有している。アンプ回路では、プローブ１２を介して取り込まれたエコー信号を
チャンネル毎に増幅する。Ａ／Ｄ変換器では、増幅されたアナログのエコー信号をデジタ
ルエコー信号に変換する。遅延回路では、デジタル変換されたたエコー信号に対し受信指
向性を決定し、受信ダイナミックフォーカスを行うのに必要な遅延時間を与え、その後加
算器において加算処理を行う。この加算により、エコー信号の受信指向性に応じた方向か
らの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性とにより超音波送受信の総合的なビー
ムとしての受信信号が形成される。
【００１８】
　Ｂモード処理ユニット２３は、受信ユニット２２から受信信号を受け取り、対数増幅、
包絡線検波処理などを施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータを生成する。
【００１９】
　血流検出ユニット２４は、受信ユニット２２から受け取った受信信号から血流信号を抽
出し、血流データを生成する。血流の抽出は、通常ＣＦＭ（Color Flow Mapping）で行わ
れる。この場合、血流信号を解析し、血流データとして平均速度、分散、パワー等の血流
情報を多点について求める。
【００２０】
　ＲＡＷデータメモリ２５は、Ｂモード処理ユニット２３から受け取った複数のＢモード
データを用いて、三次元的な超音波走査線上のＢモードデータであるＢモードＲＡＷデー
タを生成する。また、ＲＡＷデータメモリ２５は、血流検出ユニット２４から受け取った
複数の血流データを用いて、三次元的な超音波走査線上の血流データである血流ＲＡＷデ
ータを生成する。なお、ノイズ低減や画像の繋がりを良くすることを目的として、ＲＡＷ
データメモリ２５の後に三次元的なフィルタを挿入し、空間的なスムージングを行うよう
にしてもよい。
【００２１】
　ボリュームデータ生成ユニット２６は、空間的な位置情報を加味した補間処理を含むＲ
ＡＷ－ボクセル変換を実行することにより、Ｂモードボリュームデータ、血流ボリューム
データを生成する。
【００２２】
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　画像処理ユニット２８は、ボリュームデータ生成ユニット２６から受け取るボリューム
データ、ボリュームレンダリング、多断面変換表示（ＭＰＲ：Multi Planar Reconstruct
ion）、最大値投影表示（ＭＩＰ：Maximum Intensity Projection）等の所定の画像処理
を行う。また、画像処理ユニット２８は、ノイズ低減や画像の繋がりを良くすることを目
的として、画像処理ユニット２８の後に二次元的なフィルタを挿入し、空間的なスムージ
ングを行う。なお、画像処理ユニット２８は、ＧＰＵ等の専用プロセッサ、又は所定のプ
ログラムを制御プロセッサ３１が起動し展開することで実現される。
【００２３】
　表示処理ユニット３０は、画像処理ユニット２８において生成・処理された各種画像デ
ータに対し、ダイナミックレンジ、輝度（ブライトネス）、コントラスト、γカーブ補正
、ＲＧＢ変換等の各種を実行する。なお、表示処理ユニット３０は、ＧＰＵ等の専用プロ
セッサ、又は所定のプログラムを制御プロセッサ３１が起動し展開することで実現される
。なお、本実施形態においては、ボリュームデータ生成ユニット２６、画像処理ユニット
２８、表示処理ユニット３０をまとめて「画像生成系」と称する。
【００２４】
　制御プロセッサ（ＣＰＵ）３１は、情報処理回路（計算機）としての機能を持ち、各構
成要素の動作を制御する。例えば、制御プロセッサ３１は、設定された送信条件、受信条
件、画像生成条件、画像処理条件、表示条件に従って、超音波送信ユニット２１、超音波
受信ユニット２２、画像処理ユニット２８、表示処理ユニット３０等を制御する。また、
制御プロセッサ３１は、記憶ユニット３２に記憶された専用プログラムを起動させ展開す
ることで、後述するナビゲーション機能に従う処理において、リファレンス画像検索機能
３１ａ、類似判定機能３１ｂ、リファレンス画像登録・編集機能３１ｃ、付帯情報自動生
成機能３１ｄを実現する。
【００２５】
　記憶ユニット３２は、メモリ、ＳＳＤ（ソリッドステートドライブ）、ＨＤＤ（ハード
ディスクドライブ）等によって構成される。記憶ユニット３２は、後述するナビゲーショ
ン機能を実現するためのプログラム（ナビゲーションプログラム）、撮影シーケンスやナ
ビゲーション機能に従って取得された超音波画像（生体画像）、接続された超音波プロー
ブに関する情報（型番、ＩＤ等）、診断プロトコル、送信条件、受信条件、信号処理条件
、画像生成条件、画像処理条件、表示条件、その他のデータ群が保管されている。また、
記憶ユニット３２は、ナビゲーション機能を利用した撮影においてリファレンス画像とし
て利用可能な複数の画像を記憶する。ここで、リファレンス画像とは、検査部位の撮影に
おいてお手本として表示される画像である。リファレンス画像としては、当該患者の過去
に撮影された画像、特定の疾病の典型的な画像、健常者の同一部位の画像、解剖図等を用
いて作成された模擬画像等を利用することができる。さらに、記憶ユニット３２は、リフ
ァレンス画像として利用可能な各画像に付されたアノテーション、ボディマーク等の付帯
情報を、各画像と関連付けて記憶する。
【００２６】
　また、リファレンス画像として利用可能な画像のヘッダには、例えばＤＩＣＯＭ規格に
従って、患者情報（患者ＩＤ、性別、年齢、身長、体重、国籍）、検査情報（当該画像が
取得された検査のＩＤ、当該画像がリファレンス画像として使用された検査のＩＤ等）、
検査部位（頸動脈、肝臓、心臓等）、画像種（Ｂモード画像、Ｍモード画像、ドプラ画像
等）、断面位置（長軸断面、短軸断面、長軸二腔断面、短軸二腔断面等）撮影日時、撮影
者等が付帯情報として記録されている。
【００２７】
　なお、本実施形態においては、リファレンス画像として利用可能な画像が超音波画像で
ある場合には、ＲＡＷデータとして記憶され管理されているものとする。しかしながら、
当該例に拘泥されず、ＲＡＷデータを用いて生成された画像データによって記憶・管理す
るようにしてもよい。
【００２８】
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　記憶ユニット３２は、必要に応じて、図示しない画像メモリ中の画像の保管などにも使
用される。記憶ユニット３２に記憶されたデータは、通信インターフェース回路３３を経
由して外部周辺装置へ転送することも可能となっている。また、外部サーバ等に格納され
た画像データ等を、通信インターフェース回路３３を経由して記憶ユニット３２に保存す
ることも可能である。
【００２９】
　通信インターフェース回路３３は、ネットワークや接続される通信機器に関するインタ
ーフェースである。通信インターフェース回路３３を介して、他の装置を本超音波診断装
置１に接続することも可能である。また、通信インターフェース回路３３は、当該装置に
よって得られた超音波画像等のデータを、ネットワークを介して他の超音波診断装置やＰ
ＡＣＳサーバ等に転送する。さらに、通信インターフェース回路３３を介して、他の超音
波診断装置やＰＡＣＳサーバ等にアクセスし、アクセス先の装置やサーバに格納されリフ
ァレンス画像として利用可能な画像のうち、所望する画像をネットワークを介して取得す
ることができる。これにより、本実施形態においては、本超音波診断装置１、他の超音波
診断装置、ＰＡＣＳサーバ等により、リファレンス画像として利用可能な画像のデータベ
ースが構築されている。
【００３０】
　入力インターフェース回路３４は、入力装置１３、新たな外部記憶装置（図示せず）と
有線或いは無線によって接続され、接続された装置（マウス、キーボード等）からの信号
を制御プロセッサ３１に送り出す。
　（ナビゲーション機能）
　次に、本実施形態に係る超音波診断装置１が有するナビゲーション機能について説明す
る。この機能は、所定の検査において実行すべき撮影や計測についての手順（プロトコル
）を、ワークフローと呼ばれる流れ図を用いて撮影作業を案内（ナビゲーション）する場
合において、ワークフローに従って撮影すべき領域（典型的には断面）が変わるに合わせ
て、リファレンス画像もその都度適切なもの切り替えて表示することで、操作者を支援す
るものである。
【００３１】
　図２は、本ナビゲーション機能に従う処理（ナビゲーション処理）の流れを示したフロ
ーチャートである。以下、各ステップにおける処理の内容について説明する。なお、以下
においては説明を具体的にするため、検査部位が頸動脈である場合を例とする。しかし、
当該例に拘泥されず、本ナビゲーション機能は、どのような検査部位についても適用可能
である。
【００３２】
　まず、図３に示す様な入力画面を介して、患者情報（ＩＤ、名称、性別、年齢、身長、
体重、国籍等）、検査部位（同図では“Carotid（頸動脈）”）等が入力される（ステッ
プＳ１）。制御プロセッサ３１は、ナビゲーション機能を実現するためのプログラムを起
動し、頸動脈検査を実行するためのワークフローを作成するためのデータを記憶ユニット
３２から読み出す。制御プロセッサ３１は、入力装置１３から入力される指示に従って、
頸動脈検査において撮影する必要がある断面や計測項目を選択し所定の順番に配列するこ
とで、当該患者の頸動脈検査に関するワークフローを作成する（ステップＳ２）。当該作
成されたワークフローは、例えば図４に示す様な形態で画面の所定領域（同図ではワーク
フローオブジェクトＷＦに対応）に自動的に表示される。
【００３３】
　次に、制御プロセッサ３１は、リファレンス画像検索機能３１ａにより、ステップＳ１
において入力された患者情報及び検査部位と、ワークフロー中の各プロトコルにおいて撮
影すべき断面と、記憶ユニット３２やＰＡＣＳサーバ等に記憶された画像のヘッダ情報と
を比較し合致するものを検索する。検索により抽出された画像は、リファレンス画像の候
補として所定の形態でモニター１４に表示される。操作者は、表示された画像の中からお
手本とすべき画像を選択し、これらを用いて撮影すべき断面毎にリファレンス画像を登録
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する（ステップＳ３）。このとき、検査部位に関して距離や面積、時間等を計測する場合
には、これらが正確に表現されている画像をリファレンス画像として登録する。
【００３４】
　例えば、図４に示したワークフローの最初のステップでは、撮影すべき断面が「ＴＲＶ
　ＲＴ　ＣＣＡ　ＰＲＯＸ[２Ｄ]」であり、ステップＳ１において検査部位が「Carotid
（頸動脈）」、性別が「男」、年齢が「４８」、身長が「１７７」、体重が「８３」、国
籍が「ＪＰ（日本）」と入力されている。これらの条件から、制御プロセッサ３１は、記
憶ユニット３２等に記憶された画像のうち、総頸動脈の近位の横断面の画像であって患者
情報が最も近いものを選択し、当該撮影すべき断面のリファレンス画像の候補としてモニ
ター１４に表示する。操作者は、表示された画像を確認し、当該断面を撮影する際のリフ
ァレンス画像として登録する場合には、入力装置１３を介して登録指示を入力する。制御
プロセッサ３１は、入力された登録指示に応答して、当該画像を「ＴＲＶ　ＲＴ　ＣＣＡ
　ＰＲＯＸ[２Ｄ]」を撮影する場合のリファレンス画像として登録する。以降、同様の手
順によって、ワークフローに含まれた撮影すべき断面毎に、お手本とすべきリファレンス
画像が選択され登録されることになる。
【００３５】
　なお、ステップＳ３において、一枚の画像に限らず複数の画像をリファレンス画像とし
て登録するようにしてもよい。また、リファレンス画像として、お手本とすべき画像のみ
ならず、誤りやすい画像を採用するようにしてもよい。この場合、候補として表示される
画像或いは撮影中に表示されるリファレンス画像が「お手本とすべき画像」であるのか、
或いは「誤りやすい画像」であるのかを、操作者は把握する必要がある。従って、記憶ユ
ニット３２に記憶されたリファレンス画像のヘッダ情報には、所定の検査について「お手
本とすべき画像」、「誤りやすい画像」の区別が付されており、ステップＳ３の登録時及
び撮影時において操作者にその情報が明示されることが好ましい。
【００３６】
　上記登録処理は、撮影すべき断面毎に繰り返し実行される。全ての撮影すべき断面につ
いてリファレンス画像の登録が完了すると、制御プロセッサ３１は、所定のタイミングで
ワークフローに従う当該検査を開始し、ワークフローの最初のステップにおいて撮影すべ
き断面に関する超音波画像の取得を開始する。図４の例の場合、制御プロセッサ３１は、
ワークフローの最初の撮影断面「ＴＲＶ　ＲＴ　ＣＣＡ　ＰＲＯＸ[２Ｄ]」として登録さ
れたリファレンス画像ＲＩ１をモニター１４に所定の形態で表示する。なお、登録された
リファレンス画像が複数である場合には、それらが並べて同時にモニター１４に表示され
る。また、制御プロセッサ３１は、図４に示す様に、リファレンス画像ＲＩ１と並べて現
在撮影中の画像（カレント画像）ＣＩ１をモニター１４表示する。操作者は、表示された
リファレンス画像ＲＩ１とカレント画像ＣＩ１とを比較しながら走査断面の位置を調整し
、所定のタイミングでフリーズボタンを押すことにより、必要な断面に関する診断画像を
取得する（ステップＳ４）。
【００３７】
　また、例えばステップＳ３において、「お手本とすべき画像」、「誤りやすい画像」の
双方がリファレンス画像として登録された場合には、制御プロセッサ３１は、お手本とな
る画像であるリファレンス画像ＲＩ１と、間違いやすいリファレンス画像２とを記憶ユニ
ット３２から読み出し、例えば図５に示す形態にてモニター１４に表示する。操作者は、
お手本となるリファレンス画像ＲＩ１と誤りやすいリファレンス画像ＲＩ２とを観察する
ことができ、現在撮影中の画像(カレント画像）が正しい断面に対応するものか、或いは
誤った断面に対応するものであるのかを、目視により容易且つ迅速に判断することができ
る。
【００３８】
　ここで、ステップＳ４におけるリファレンス画像の表示は、種々の形態を採用すること
ができる。例えば、図６に示す様に、現在撮影中のカレント画像ＣＩを上下反転（或いは
左右反転）表示した場合には、リファレンス画像ＲＩ１及びリファレンス画像ＲＩ２も連
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動して上下反転（或いは左右反転）表示する。これにより、カレント画像ＣＩとリファレ
ンス画像ＲＩ１及びリファレンス画像ＲＩ２との比較をあらゆる角度から正確に行うこと
ができる。また、図５、図６の例では、リファレンス画像ＲＩ１とリファレンス画像ＲＩ
２とを横に並べて表示する形態を例示した。当然ながら、図７に示すようにリファレンス
画像ＲＩ１とリファレンス画像ＲＩ２とを縦に並べて表示する形態も採用することができ
る。すなわち、各リファレンス画像の表示場所、表示サイズ、表示時間は、撮影する断面
ごと、或いは操作者や患者ごと等、任意に設定することが可能である。
【００３９】
　また、ステップＳ４において、参照すべきリファレンス画像や取得したカレント画像が
複数ある場合には、両者を比較できる形で一覧表示或いはサムネイル表示することができ
る。図８は、リファレンス画像ＲＩ１とカレント画像ＣＩ１、リファレンス画像ＲＩ３と
カレント画像ＣＩ２とを対応付けて横並びに表示した例を示している。係る例において、
制御プロセッサ３１は、例えばカレント画像ＣＩ１の位置とカレント画像ＣＩ２の位置と
を入れ替え（シャッフル）する指示が入力された場合には、リファレンス画像ＲＩ１の位
置とリファレンス画像ＲＩ２の位置も連動して入れ替える。係る構成により、操作者は、
一回の操作でカレント画像とリファレンス画像とを対応付けながら、双方の表示位置を変
更することができる。
【００４０】
　次に、制御プロセッサ３１は、類似判定機能３１ｂにより、ステップＳ４において取得
されたカレント画像ＣＩ１が必要とする断面に対応する画像であるか否かを判定する（ス
テップＳ５）。具体的には、制御プロセッサ３１は、カレント画像ＣＩ１とお手本とされ
るリファレンス画像ＲＩ１との間の類似度（或いは非類似度）を、パターンマッチングや
周波数解析等の所定の手法により計算し、予め設定された閾値と比較することで、カレン
ト画像ＣＩ１が適切であるか否かを判定する。
【００４１】
　なお、制御プロセッサ３１は、カレント画像ＣＩ１と間違いやすい画像であるリファレ
ンス画像ＲＩ２との間の類似度（或いは非類似度）を用いて、カレント画像ＣＩが必要と
する断面に対応する画像であるか否かを判定するようにしてもよい。係る場合には、当然
ながら、リファレンス画像ＲＩ２との類似度が所定の閾値より高い場合には、不適切な画
像となる。
【００４２】
　ステップＳ５における判定結果は、所定の形態で操作者に通知される。例えば、カレン
ト画像ＣＩ１及びリファレンス画像ＲＩ１の少なくとも一方を図９に示す様に拡大表示す
る、或いは一時的に色彩や一致したことを示す文字を付して表示する等の形態により、カ
レント画像ＣＩ１が当該断面の診断画像として適切であることを、操作者に直感的に知ら
せる。当該構成によれば、操作者は、自らが撮影した画像が一見正しいと判断して保存し
ようとした場合であっても、計測に好適な断面画像でないことを把握でき、その場で撮影
をやり直すことができる。これにより、当該一連の検査が終了してからの撮影のやり直し
を防止することができ、結果的に操作者及び被検体の身体的、精神的負担を軽減させるこ
とができる。
【００４３】
　次に、制御プロセッサ３１は、例えば操作者からの保存指示に応答して、ステップＳ４
において取得されたカレント画像ＣＩ１を、記憶ユニット３２に保存する（ステップＳ６
）。このとき、制御プロセッサ３１は、例えばカレント画像ＣＩとリファレンス画像ＲＩ
１及びリファレンス画像ＲＩ２とを、図５、図６、図７等に示した様な２×１のレイアウ
トで自動プリントアウトし、これから保存するカレント画像ＣＩ１がリファレンス画像Ｒ
Ｉ１に対応すること、或いはリファレンス画像ＲＩ２には対応しないことを、人為的に確
認できるようにしてもよい。また、制御プロセッサ３１は、例えばカレント画像ＣＩ１と
リファレンス画像ＲＩ１を図１０に示す様に同一サイズで並べて表示或いは印刷すること
で、カレント画像ＣＩが診断画像として適切であるか否かの人為的確認を、最終的に促す
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ようにしてもよい。さらに、カレント画像ＣＩ１のみ保存するのではなく、お手本とされ
たリファレンス画像ＲＩ１やリファレンス画像ＲＩ２を相互に関連付けて、或いは上記各
表示形態を維持したまま保存するようにしてもよい。
【００４４】
　なお、ステップＳ６の保存処理は、自動化することも可能である。例えば、制御プロセ
ッサ３１は、ステップＳ５においてカレント画像ＣＩ１が適切であると判定したことをト
リガとして、当該カレント画像ＣＩ１を記憶ユニット３２に自動保存するようにしてもよ
い。この様な構成によれば、保存指示を省略することができ、操作者の作業負担を軽減さ
せることができる。
【００４５】
　一方、制御プロセッサ３１は、例えばステップＳ５において、お手本とされるリファレ
ンス画像ＲＩ１とカレント画像との類似度が所定の閾値以下の場合に、操作者が誤って保
存指示を入力したときには、所望する断面に対応しないカレント画像ＣＩ１を保存しよう
している旨をモニター１４に表示したり、所定の音声で出力することが好ましい。この様
な構成により、診断に適切でないカレント画像の保存を防止することができる。
【００４６】
　次に、制御プロセッサ３１は、ワークフローに従って、撮影すべき別の断面があるか否
かを判定し、「別の撮影すべき断面有」と判定した場合には、ステップＳ３～Ｓ６までの
処理を別の断面について繰り返す（ステップＳ７のＹｅｓ）。一方、制御プロセッサ３１
は、「別の撮影すべき断面無」と判定した場合には、当該ワークフローに従う処理を完了
する（ステップＳ７のＮｏ：ステップＳ８）。
【００４７】
　以上、本実施形態に係るナビゲーション処理の一例について説明したが、上記例に限定
する趣旨ではなく、本ナビゲーション処理は、種々変形可能である。以下、いくつかの変
形例について説明する。なお、当然ながら、以下に述べる各変形例は任意に組み合わせ可
能である。
【００４８】
　（変形例１）
　上記ナビゲーション機能は、経過観察としての撮影が要求される場合、疾病に応じた撮
り方が要求される場合等にも実益がある。
【００４９】
　以下、「肝硬変」の経過観察のための検査を例に説明する。経過観察の場合、ステップ
Ｓ３のリファレンス画像の登録において、当該患者の過去に撮影された（例えば直近に撮
影された）肝臓に関する画像、或いは前回検査で利用したリファレンス画像を、今回のリ
ファレンス画像として登録する。係る登録は、ステップＳ３において、「前回の検査ＩＤ
」等を検索条件とすることで実現できる。操作者は、同じ患者の前回画像或いは前回撮影
においてお手本とされた画像を、今回の撮影でのリファレンス画像として用いることで、
精度の高い撮影を従来に比して簡単に実現することができる。
【００５０】
　（変形例２）
　上記ナビゲーション機能において、例えばお手本とするリファレンス画像をカーソルで
選択した後カレント画像を選択する操作をトリガとして、カレント画像の表示条件（例え
ば、Acc Power、ダイナミックレンジ等）をリファレンス画像の表示条件と同一にしても
よい。また、同様の操作により、表示されたリファレンス画像に合わせて撮影モード（例
えば、Ｍモード、コントラストハーモニックイメージング（ＣＨＩ）モード、組織ハーモ
ニックイメージング（ＴＨＩ）モード、パルスドプラモード、連続波ドプラモード等）を
自動的に切り替えるようにしてもよい。係る場合には、例えばワークフローに従ってＢモ
ード撮影を実行した後、次のリファレンス画像がＭモード画像である場合には、当該Ｍモ
ード画像（リファレンス画像）がカーソルで選択された後カレント画像が選択されたこと
をトリガとして、制御プロセッサ３１は、撮像モードをＢモードからＭモードに切り替え
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る。係る構成によれば、画像間の選択操作のみで、表示条件や撮影モードを切り替えるこ
とができ、操作者の作業負担を軽減させることができる。
【００５１】
　（変形例３）
　ステップＳ３においては、ステップＳ１において入力された患者情報及び検査部位に基
づいて記憶ユニット３２やＰＡＣＳサーバを検索し、リファレンス画像として利用可能な
画像から条件に合致する画像を選択した。しかしながら、当該例に拘泥されず、任意の検
索条件、例えば検査部位のみ、或いは疾病名を用いて所望の画像を抽出することも可能で
ある。
【００５２】
　（変形例４）
　上記実施形態においては、記憶ユニット３２、院内ネットワーク上のＰＡＣＳサーバ等
に格納された画像を検索し抽出された画像を用いて、撮影すべき断面毎のリファレンス画
像を登録する場合を例示した。しかしながら、当該例に拘泥されず、例えば、外部ネット
ワーク上のサーバやインターネット上のとあるサイトにある画像、学会で紹介された画像
、教科書に掲載された画像を用いて、撮影すべき断面毎のリファレンス画像を登録するよ
うにしてもよい。すなわち、リファレンス画像として利用する画像は、リファレンス画像
登録・編集機能３１ｃにより、ユーザ側で自由に選択・編集し、リファレンス画像として
登録することができる。なお、この様にリファレンス画像として登録された画像は、当然
ながら記憶ユニット３２等に記憶され、リファレンス画像として利用可能な画像としてデ
ータベースにおいて管理される。
【００５３】
　（変形例５）
　変形例４において述べた通り、本超音波診断装置１では、リファレンス画像登録・編集
機能３１ｃにより、所望の画像をデータベース内に追加することで、リファレンス画像と
して利用可能な画像は拡充することが可能である。制御プロセッサ３１は、リファレンス
画像登録・編集機能３１ｃ、データベース内の画像につき、患者情報(性別、年齢、身長
、体重、国籍等)、検査部位、疾病名等の属性によって分類し、どの属性の画像が不足し
ているかを例えば一覧表などで出力できることが好ましい。操作者は、不足している属性
の画像をデータベース内に新たに追加することで、さらに適切なリファレンス画像を用い
たナビゲーション処理を実現することができる。
【００５４】
　（変形例６）
　データベースにおいて記憶・管理される各画像には、それぞれ固有の付帯情報（アノテ
ーション、ボディマーク等）が関連付けて管理されている。本リファレンス画像登録編集
機能に従えば、同一の属性を持つデータベース内の画像につき、まとめて付帯情報の編集
を行うことができる。
【００５５】
　例えば、データベースを検索し、「頸動脈」という属性を持つ画像を抽出した場合を想
定する。係る場合、図１２に示す様に、抽出された画像のいずれか（同図の例では左上の
画像）にアノテーション「ＩＣＣ」を付加すると、同一属性として抽出された他の画像に
おいても、同一のアノテーション「ＩＣＣ」が連動して付加される。付加された各付帯情
報は、対応する画像に関連付けて保存され管理される。従って、後にこれらの画像のいず
れを単独で読み出し表示した場合には、アノテーション「ＩＣＣ」が付されたものとなる
。また、不要なアノテーションが共通して付加されている場合には、同一属性の画像を抽
出し、変更或いは削除等の編集を行うことができる。
【００５６】
　以上述べた構成によれば、データベース内の同一の属性を持つ画像につき、アノテーシ
ョン等の文字列やボディマーク等の付帯情報を、一括して編集することができ、操作者の
作業負担を大幅に低減させることができる。
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【００５７】
　（効果）
　以上述べた構成によれば、ナビゲーション機能によって撮影作業を順番にナビゲーショ
ンする場合において、撮影すべき領域が変わるに合わせて、リファレンス画像もその都度
適切なもの切り替えて表示することができる。従って、撮影すべき断面や計測項目が複数
存在する検査であっても、各断面や計測項目に対応するナビゲーション画像により、撮影
作業を支援することができる。その結果、診断に必要な断面の撮影のし忘れ、間違った位
置での計測等を防止することができ、操作者、被検体の多くの身体的、心理的な負担を軽
減することができる。
【００５８】
　（第２の実施形態）
　図１３は、第２の実施形態に係る超音波診断装置のブロック構成図である。図１の構成
と比較した場合、制御プロセッサ３１に「付帯情報自動生成機能３１ｄ」が追加されてい
る点が異なる。
【００５９】
　一般に、超音波画像には、アノテーション、ボディマーク等の付帯情報が重畳して表示
される。制御プロセッサ３１は、任意のタイミングにおいて、図１４に示す様なリファレ
ンス画像からカレント画像へのドラッグアンドドロップ操作に応答して、リファレンス画
像に重畳表示されている付帯情報を、カレント画像の付帯情報として自動的に複製し保存
する（付帯情報自動生成機能３１ｄ）。
【００６０】
　より具体的には、以下の様に動作する。すなわち、リファレンス画像に重畳表示される
付帯情報は、当該リファレンス画像及びレイアウト情報と関連付けて記憶され管理されて
いる。ここで、レイアウト情報とは、各付帯情報を画面上のいずれの位置に配置するのか
を示す情報である。
【００６１】
　制御プロセッサ３１は、リファレンス画像からカレント画像へのドラッグアンドドロッ
プ操作に応答して、リファレンス画像に関連付けられている付帯情報及びレイアウト情報
を複製し、それぞれカレント画像と対応付けて自動的に保存する。また、制御プロセッサ
３１は、複製された付帯情報及びレイアウト情報を用いて、画面上の所定の位置に各付帯
情報を表示する。カレント画像の付帯情報として表示されたアノテーション、ボディマー
クは、必要に応じて編集（内容の変更、追加、削除、或いは位置、サイズ、色彩の変更等
）が可能である。従って、操作者は、ドラッグアンドドロップ操作により、リファレンス
画像の付帯情報をカレント画像のおおよその位置に複製した後、マウス等を用いてカレン
ト画像の付帯情報としての位置を微調整すればよい。
【００６２】
　なお、本実施形態において、レイアウト情報の複製は必須ではない。例えば、リファレ
ンス画像上のアノテーションやボディマークを、一つ一つカレント画像へのドラッグアン
ドドロップし位置調整することで、カレント画像の付帯情報として複製するようにしても
よい。
【００６３】
　本実施形態に係る付帯情報自動生成機能は、例えば図２のステップＳ６の保存のタイミ
ングにおいて実施されるのが典型的であるが、当該例に拘泥されず、任意のタイミングで
実施可能である。さらに、ナビゲーション機能を前提しない二つの超音波画像を並べて表
示し、一方の超音波画像に関連付けられ重畳表示された付帯情報を、他方の超音波画像の
付帯情報として複製する場合にも、適用することができる。
【００６４】
　また、本実施形態に係る付帯情報自動生成機能は、超音波画像に拘泥されず、超音波診
断装置以外のモダリティ（例えばＸ線ＣＴ装置、磁気共鳴イメージング装置、Ｘ線診断装
置、ＰＥＴ、ＳＰＥＣＴ等）によって取得された二つの画像間の付帯情報の複製、或いは
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異なるモダリティによって取得された画像間の付帯情報の複製についても、適用すること
ができる。
【００６５】
　以上述べた構成によれば、操作者は、第1の画像（例えばリファレンス画像）のアノテ
ーション、ボディマーク等の付帯情報を、ドラッグアンドドロップ操作を行うだけで、第
２の画像（例えばカレント画像）に簡単且つ迅速に転記することができる。その結果、操
作者の作業負担を低減しつつ、転記漏れや転記ミスを防止することができ、質の高い診断
に寄与することができる。
【００６６】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。具体的な変形例としては、例え
ば次のようなものがある。
【００６７】
　（１）例えば、本実施形態に係る各機能は、当該処理を実行するプログラムをワークス
テーション等のコンピュータにインストールし、これらをメモリ上で展開することによっ
ても実現することができる。このとき、コンピュータに当該手法を実行させることのでき
るプログラムは、磁気ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスクなど
）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、半導体メモリなどの記録媒体に格納して
頒布することも可能である。
【００６８】
　（２）上記実施形態において用いた「プロセッサ」という文言は、例えば、CPU（centr
al processing unit）、GPU (Graphics Processing Unit)、或いは、特定用途向け集積回
路（Application Specific Integrated Circuit：ＡＳＩＣ））、プログラマブル論理デ
バイス（例えば、単純プログラマブル論理デバイス（Simple Programmable Logic Device
：ＳＰＬＤ）、複合プログラマブル論理デバイス（Complex Programmable Logic Device
：ＣＰＬＤ）、及びフィールドプログラマブルゲートアレイ（Field Programmable Gate 
Array：ＦＰＧＡ））等の回路を意味する。プロセッサは記憶回路に保存されたプログラ
ムを読み出し実行することで機能を実現する。なお、記憶回路にプログラムを保存する代
わりに、プロセッサの回路内にプログラムを直接組み込むよう構成しても構わない。この
場合、プロセッサは回路内に組み込まれたプログラムを読み出し実行することで機能を実
現する。なお、本実施形態の各プロセッサは、プロセッサごとに単一の回路として構成さ
れる場合に限らず、複数の独立した回路を組み合わせて１つのプロセッサとして構成し、
その機能を実現するようにしてもよい。さらに、図１における複数の構成要素を１つのプ
ロセッサへ統合してその機能を実現するようにしてもよい。
【００６９】
　（３）上記各実施形態は、二次元画像を撮影する場合を例とした。しかしながら、当該
例に拘泥されず、三次元画像を撮影する場合においても、上記各実施形態は適用可能であ
る。
【００７０】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
ものである。
【符号の説明】
【００７１】
１…超音波診断装置、１１…装置本体、１２…超音波プローブ、１３…入力装置、１４…
モニター、２１…超音波送信ユニット、２２…超音波受信ユニット、２３…Ｂモード処理
ユニット、２４…血流検出ユニット、２５…ＲＡＷデータメモリ、２６…ボリュームデー
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タ生成ユニット、２８…画像処理ユニット、３０…表示処理ユニット、３１…制御プロセ
ッサ（ＣＰＵ）、３２…記憶ユニット、３３…通信インターフェース回路、３４…入力イ
ンターフェース回路。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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